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第１章 計画の背景                                    

 

第1章 計画の背景 

 

 

1.1 計画策定の趣旨 

 

本市の下水道は、汚水の収集・処理、雨水の排除など、社会的なニーズに応じて機能の充実を

図りながら、分流式※として計画的に整備が行われ、汚水の整備率はほぼ 100％になりました。 

今後は、施設の老朽化に加え局地的な豪雨に対応する浸水対策や人口減少による使用料の減少

などの対応が必要となり、下水道を取り巻く状況は厳しくなることが見込まれます。 

こうした状況のなか、下水道経営を将来にわたり健全に維持していくためには、今後見込まれ

る大規模な施設の改築※・更新※に備え、下水道施設の効率的な維持管理と将来的な費用の平準化

などに計画的に取り組むとともに、人口減少による下水道使用料の減少も想定し、経営基盤の強

化と財政マネジメントの向上を図る必要があります。 

今回改定した西東京市下水道プラン（以下、「下水道プラン」という。）は、このような課題を

踏まえたうえで、過年度の実績を検証するとともに、新たにストックマネジメント計画※を盛り

込むなどにより、これまでの下水道プランを全面的に見直しました。 

また、地方公営企業法※の財務規定などを適用し、公営企業会計※に移行したことに併せて、総

務省の要請に応じ、将来にわたり安定的に事業を継続していく中長期的な経営の基本計画である

「経営戦略」も策定し、今後の下水道事業経営のさらなる健全化を目指します。 

下水道プランは、計画期間を短期計画、中期計画、長期計画に分けて定めています。短期計画

は令和３年度から令和７年度までの５年間、中期計画は令和８年度から令和 12 年度までの５年

間、長期計画は令和 13年度から令和 32年度までの 20年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 計画の背景 
第１章 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

⻑期計画（20年間）
令和13〜32年度

計

画

期

間

短期計画（５年間）
令和３〜７年度

中期計画（５年間）
令和８〜12年度

【これまで】 

国土交通省は、平成 17 年に長期の下水道事業の方向性を示した「下水道ビジョン 2100」

を策定し、平成 19 年には中期の施策ごとの整備目標などを示した「下水道中期ビジョン」を

とりまとめました。また、関東地方整備局と１都８県４政令指定都市においては、平成 21年

に「関東甲信地方下水道中期ビジョン」を、東京都においては、平成 22年に「東京都下水道

事業 経営計画 2010」を策定しています。 

これを受けて本市では、平成 23 年３月に「西東京市公共下水道プラン」を策定し、平成 28

年３月には、短期計画の終了により数値などの見直しを行い改定しています。 

図 1-1 西東京市下水道プラン・計画期間の位置付け 
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第２章 下水道の現状と課題                               

●下水道管きょ台帳を活用した施設情報の管理 

本市の下水道の機能を継続的に確保し、道路陥没などによる社会的影響を回避するた

めにも、施設を適正に維持・管理していくことが求められます。 

下水道管きょの維持管理は、これまでは不具合が生じてから対応する発生対応型が中

心となっていますが、これでは、いったん事故が発生すると市民生活や社会活動に支障

が出るだけでなく、環境へのリスク、長期的なコスト面からも好ましくありません。こ

のため、今後は予防保全を前提とした計画的な維持管理に転換する必要があります。 

こうした予防保全型維持管理※を行うためには下水道台帳※などの下水道管きょ情報

の整備が必要であり、本市においては、既に汚水管きょ及び雨水管きょともに電子化し

情報を管理しています。今後、既設下水道管きょに対して行う点検・調査などの維持管

理情報を十分に管理し、システムに蓄積していく必要があります。 

 

  

図 2-6 下水道管きょ台帳表示例 

資料：市下水道課  
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第２章 下水道の現状と課題                               

 

 

 

 

 

  

図 2-7 「重要な幹線等」の位置図 

資料：西東京市公共下水道総合地震対策計画策定業務 報告書（平成 26 年３月）

※ 
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第２章 下水道の現状と課題                               

2.5 雨水事業 

 

2.5.1 雨水排水計画の現状 

本市の雨水排水計画は、市内を流れる一級河川である石神井川流域と白子川流域に分け、

地形、河川の右岸・左岸並びに河川への接続位置などを検討して 23 排水区に分割されてい

ます。排水区域面積は、石神井川流域は 917 ヘクタール、白子川流域は 668 ヘクタールで

あり、合計で 1,585 ヘクタールです。 

事業認可を受けている石神井川流域、白子川流域は近年の局地的な豪雨などを見据えて、

早急な浸水対策が求められているため、雨水幹線の整備を進めています。また、雨水幹線

の放流先である石神井川と白子川は、東京都が護岸や調節池の整備を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 荒川右岸東京流域下水道関連西東京市公共下水道計画一般図（雨水） 
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2.6.1 維持管理費 

令和元年度における維持管理費は、約 12 億円となっています。 

維持管理費のうち、６割程度を流域下水道維持管理負担金が占めており、令和元年度は

約７億 7,000 万円となっています。 

維持管理費については、これまで、施設の効率化などのコスト縮減策に取り組んできま

したが、ストックマネジメント事業に着手したこともあり、増加していくことが懸念され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2 資本費 

令和元年度における資本費は、約６億 3,000 万円となっています。 

企業債（市債）の償還が進んでいることもあり、資本費は年々減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 維持管理費の推移 

図 2-13 資本費の推移 
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※H30は打切決算のため金額が小さくなっており、R1は公営企業会計の採用のため税抜表示となっています。
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※R1は公営企業会計の採用により、対象経費に減価償却費(長期前受金戻入を除く)を見込んでいます。
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第５章 下水道財政の見通し及び健全な下水道経営                      

 

第5章 下水道財政の見通し及び下水道経営 

 

 

5.1 下水道財政の見通し 

 

本市においては、増加する行政需要に対応していく財源を生み出すため、職員定員適正

化や施設維持管理の見直しなど、内部管理コストの削減などを進めてきました。また、汚

水中継ポンプ場※として機能していた東町ポンプ場と下保谷ポンプ場を施設の老朽化や維

持管理費の軽減を踏まえ、自然流下※により流域幹線に接続し、ポンプ場を廃止したこと

や、企業債の償還が進んだことにより、汚水処理費は使用料収入で賄える状況になりまし

た。 

しかしながら、今後の下水道施設の改築・更新の推進などにより、事業が継続可能かを

検討する必要があります。 

ここでは、第４章で位置付けた施策を対象に、それぞれの概算事業費を算出し、計画の

施策を展開した場合における短期・中期・長期の下水道財政を見通します。 

  

 下水道財政の見通し及び健全な下水道経営 
第５章 

【主な建設費】 

●計画的な改築・更新の実施 

ストックマネジメント計画に基づき管きょ及びマンホールの改築費用を計上 

●流域改良負担金 

本市負担額を計上 

●都市計画道路築造に伴う汚水管きょの布設替え 

過年度実績を基に平均的な額を計上 

●流域下水道建設負担金 

過年度の負担金実績を基に平均的な額を計上 

●雨水幹線整備 

雨水幹線の整備額を計上 

※雨水幹線以外の雨水施設の整備は、下水道課が担当しており、費用は一般会計で

計上しています。 

 

【主な維持管理費】 

●汚水管きょの台帳整備 

過年度の実績を基に計上 

●管きょの調査 

管きょ内の清掃や点検・調査の費用を継続的に計上 

●流域下水道維持管理負担金 

汚水流入水量の見通しから算出 
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た。 

しかしながら、今後の下水道施設の改築・更新の推進などにより、事業が継続可能かを

検討する必要があります。 

ここでは、第４章で位置付けた施策を対象に、それぞれの概算事業費を算出し、計画の

施策を展開した場合における短期・中期・長期の下水道財政を見通します。 

  

 下水道財政の見通し及び健全な下水道経営 
第５章 

【主な建設費】 

●計画的な改築・更新の実施 

ストックマネジメント計画に基づき下水道管きょ及びマンホールの改築費用を計上 

●流域改良負担金 

本市負担額を計上 

●都市計画道路築造に伴う汚水管きょの布設替え 

過年度実績を基に平均的な額を計上 

●流域下水道建設負担金 

過年度の負担金実績を基に平均的な額を計上 

●雨水幹線整備 

雨水幹線の整備額を計上 

※雨水幹線以外の雨水施設の整備は、下水道課が担当しており、費用は一般会計で

計上しています。 

 

【主な維持管理費】 

●下水道管きょの台帳整備 

過年度の実績を基に計上 

●下水道管きょの調査 

下水道管きょ内の清掃や点検・調査の費用を継続的に計上 

●流域下水道維持管理負担金 

汚水流入水量の見通しから算出 
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 収入・支出の見通し 

本市下水道事業の収入・支出の見通しを示します。 

なお、本市下水道事業は平成 31 年４月に地方公営企業法を適用し、公営企業会計を採用

したことから、今回の下水道事業財政の見通しは、公営企業会計によるものとなります。 

これまでの官公庁会計方式では、現金収支に関する経理を行うのみでしたが、公営企業

会計では、管理運営に係る取引（収益的収支）と建設改良費などに係る取引（資本的収支）

に区分して経理することで、当該事業年度の経営成績を正確に把握できます。公営企業会

計では、建物の建設改良のように、支出の効果が数年間にわたって持続するものについて

は、翌年度以降に減価償却費として、収益的支出※に計上されます。また、減価償却費など

の非現金支出に充当される収入は、内部に留保し、資本的支出※に充てられ、補塡財源の余

剰分は翌年度以降に繰り越されます。 

収入・支出の見通しでは、主に以下の項目を計上します。 

 

 

 

 

 

 

 

【収益的収支】：当該事業年度の経営活動に関する収支。（税抜で表記） 

（１）収益的収入※ 

使用料収入、補助金、繰入金（他会計補助金、雨水処理負担金）、長期前受金戻入、 

その他収益 

（２）収益的支出 

維持管理費（管きょ費、総係費）、流域下水道維持管理負担金、減価償却費、支払利息、 

その他支出 

 

【資本的収支】：支出の効果が数年度にわたって持続するものとその財源。資本的収支の不足額は、 

補塡財源を充てることができる。（税込で表記） 

（１）資本的収入※ 

補助金、企業債、他会計出資金 

（２）資本的支出 

建設改良費（管路建設改良費、他市への負担金、流域下水道建設負担金、ポンプ施設更新な

ど）、企業債償還金 

 

【補塡財源】：減価償却費などの非現金支出や利益剰余金などが該当する。資本的収支不足額に充てら

れる。 
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 収入・支出の見通し 

本市下水道事業の収入・支出の見通しを示します。 

なお、本市下水道事業は平成 31 年４月に地方公営企業法を適用し、公営企業会計を採用

したことから、今回の下水道事業財政の見通しは、公営企業会計によるものとなります。 

これまでの官公庁会計方式では、現金収支に関する経理を行うのみでしたが、公営企業

会計では、管理運営に係る取引（収益的収支）と建設改良費などに係る取引（資本的収支）

に区分して経理することで、当該事業年度の経営成績を正確に把握できます。公営企業会

計では、建物の建設改良のように、支出の効果が数年間にわたって持続するものについて

は、翌年度以降に減価償却費として、収益的支出※に計上されます。また、減価償却費など

の非現金支出に充当される収入は、内部に留保し、資本的支出※に充てられ、補塡財源の余

剰分は翌年度以降に繰り越されます。 

収入・支出の見通しでは、主に以下の項目を計上します。 

 

 

 

 

 

 

 

【収益的収支】：当該事業年度の経営活動に関する収支。（税抜で表記） 

（１）収益的収入※ 

使用料収入、補助金、繰入金（他会計補助金、雨水処理負担金）、長期前受金戻入、 

その他収益 

（２）収益的支出 

維持管理費（管渠費、総係費）、流域下水道維持管理負担金、減価償却費、支払利息、 

その他支出 

 

【資本的収支】：支出の効果が数年度にわたって持続するものとその財源。資本的収支の不足額は、 

補塡財源を充てることができる。（税込で表記） 

（１）資本的収入※ 

補助金、企業債、他会計出資金 

（２）資本的支出 

建設改良費（管路建設改良費、他市への負担金、流域下水道建設負担金、ポンプ施設更新な

ど）、企業債償還金 

 

【補塡財源】：減価償却費などの非現金支出や利益剰余金などが該当する。資本的収支不足額に充てら

れる。 
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＜収益的収支＞  
 

令和３年度から令和 32 年度までの収益的収入総額は約 886 億円となっており、そのう

ち使用料収入は約 596 億円と全体の約 67％を占めます。 

収益的支出総額は約817億円となっており、そのうち流域下水道維持管理負担金は約230

億円と全体の約 28％となります。 

令和３年度から令和 32 年度までは、毎年度利益剰余金が発生しています。 

 

表 5-2 収益的収支の見通し

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5-2 収益的収支の見通し 

単位：百万円

短期
（R3～R7）

中期
（R8～R12）

長期
（R13～R32）

合計

収益的収入 15,522 15,761 57,279 88,562

使用料収入 10,056 10,035 39,523 59,614

補助金 87 96 377 560

繰入金
（他会計負担金、雨水処理負担金）

427 806 4,475 5,708

長期前受金戻入 4,932 4,804 12,824 22,560

その他収益 20 20 80 120

収益的支出 14,539 14,666 52,516 81,721

維持管理費 2,544 2,322 8,542 13,408

流域下水道維持管理負担金 3,881 3,875 15,289 23,045

減価償却費 7,613 7,829 24,828 40,270

支払利息 436 575 3,597 4,608

その他支出 65 65 260 390

0
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（年度）
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流域下水道維持管理負担金

その他支出支払利息
収入

使用料収入 補助金 繰入金

長期前受金戻入 その他収益
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＜収益的収支＞  
 

令和３年度から令和 32 年度までの収益的収入総額は約 890 億円となっており、そのう

ち使用料収入は約 596 億円と全体の約 67％を占めます。 

収益的支出総額は約837億円となっており、そのうち流域下水道維持管理負担金は約244

億円と全体の約 29％となります。 

令和３年度から令和 32 年度までは、毎年度利益剰余金が発生しています。 

 

表 5-2 収益的収支の見通し 

 
 

 
図 5-2 収益的収支の見通し 

単位：百万円

短期
（R3～R7）

中期
（R8～R12）

長期
（R13～R32）

合計

収益的収入 15,585 15,820 57,581 88,986

使用料収入 10,056 10,035 39,523 59,614

補助金 85 96 377 558

繰入金
（他会計負担金、雨水処理負担金）

480 865 4,739 6,084

長期前受金戻入 4,947 4,804 12,862 22,613

その他収益 16 20 80 116

収益的支出 14,828 14,942 53,928 83,698

維持管理費 2,595 2,322 8,542 13,459

流域下水道維持管理負担金 4,095 4,095 16,216 24,406

減価償却費 7,635 7,871 25,219 40,725

支払利息 443 589 3,691 4,723

その他支出 59 65 260 384

0
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2,000

2,500

3,000

3,500

（年度）

（百万円）

R3 R7 R12 R17 R22 R32R27

支出
維持管理費

減価償却費

流域下水道維持管理負担金

その他支出支払利息
収入

使用料収入 補助金 繰入金

長期前受金戻入 その他収益

52



第５章 下水道財政の見通し及び健全な下水道経営                      

 

＜資本的収支＞ 

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

（年度）

（百万円）

R3 R7 R12 R17 R22 R27 R32

 
 

令和３年度から令和 32 年度の資本的収入の総額は約 483 億円となり、そのうち企業債

が約 318 億円と全体の約 66％を占めています。次いで補助金が約 155 億円、他会計出資金

は約 10 億円となります。 

資本的支出総額は約 644 億円となり、建設改良費が約 488 億円と全体の約 76％を占めま

す。 

本市下水道事業では令和 32 年度までに約 161 億円の資本的収支不足額が見込まれます

が、不足分については補塡財源を充当します。 

 

表 5-3 資本的収支の見通し 

 

※資本的収支不足額：資本的支出に対する資本的収入の不足額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 資本的収支の見通し 

単位：百万円

短期
（R3～R7）

中期
（R8～R12）

長期
（R13～R32）

合計

資本的収入 3,451 7,556 21,788 32,795

補助金 198 3,036 12,293 15,527

企業債 3,316 7,385 21,068 31,769

他会計出資金 135 171 720 1,026

資本的支出 5,687 12,562 46,193 64,442

建設改良費 3,661 10,693 34,402 48,756

企業債償還金 2,026 1,869 11,791 15,686

資本的収支不足額 2,038 1,970 12,112 16,120

支出 建設改良費 企業債償還金他会計出資金企業債補助金収入
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＜資本的収支＞  
 

令和３年度から令和 32 年度の資本的収入の総額は約 494 億円となり、そのうち企業債

が約 328 億円と全体の約 66％を占めています。次いで補助金が約 155 億円、他会計出資金

は約 10 億円となります。 

資本的支出総額は約 667 億円となり、建設改良費が約 504 億円と全体の約 76％を占めま

す。 

本市下水道事業では令和 32 年度までに約 173 億円の資本的収支不足額が見込まれます

が、不足分については補塡財源を充当します。 

 

表 5-3 資本的収支の見通し 

 

※資本的収支不足額：資本的支出に対する資本的収入の不足額 

 

 

図 5-3 資本的収支の見通し 

単位：百万円

短期
（R3～R7）

中期
（R8～R12）

長期
（R13～R32）

合計

資本的収入 3,916 10,749 34,701 49,366

補助金 198 3,038 12,293 15,529

企業債 3,582 7,540 21,688 32,810

他会計出資金 136 171 720 1,027

資本的支出 6,061 12,865 47,745 66,671

建設改良費 4,022 10,953 35,442 50,417

企業債償還金 2,038 1,912 12,303 16,253

資本的収支不足額 2,145 2,116 13,044 17,305
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＜建設事業費＞ 
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 建設事業費の見通し 

 
 

令和３年度から令和 32 年度までの建設事業費の総額は約 488 億円となり、そのうちの

約 87％にあたる約 426 億円が管路建設改良費です。 

その他に流域下水道建設負担金は、建設事業費の総額のうち約 10％にあたる約 51 億円

となる見通しです。 

また、令和８年度から令和 10 年度にかけて白子川上流第二排水区の雨水幹線を整備予

定であるため、他の年度に比べ事業費が大きくなっています。 

 

表 5-4 建設事業費の見通し 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 建設費事業費の見通し 

 
 

単位：百万円

短期
（R3～R7）

中期
（R8～R12）

長期
（R13～R32）

合計

管路建設改良費 2,562 9,663 30,342 42,567

汚水 732 5,653 22,612 28,997

雨水 1,830 4,010 7,730 13,570

127 0 0 127

841 850 3,400 5,091

ポンプ施設更新 31 15 0 46

汚水 31 5 0 36

雨水 0 10 0 10

100 165 660 925

3,661 10,693 34,402 48,756

他市への負担金（雨水）

流域下水道建設負担金
（汚水）

事務費等

合　　　計

他市への負担金（雨水）

事務費等

管路建設改良費（汚水）

流域下水道建設負担金（汚水） ポンプ施設更新（汚水）

管路建設改良費（雨水）

ポンプ施設更新（雨水）
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＜建設事業費＞ 

 建設事業費の見通し 

 
 

令和３年度から令和 32 年度までの建設事業費の総額は約 504 億円となり、そのうちの

約 86％にあたる約 433 億円が管路建設改良費です。 

その他に流域下水道建設負担金は、建設事業費の総額のうち約 12％にあたる約 61 億円

となる見通しです。 

また、令和８年度から令和 10 年度にかけて白子川上流第二排水区の雨水幹線を整備予

定であるため、他の年度に比べ事業費が大きくなっています。 

 

表 5-4 建設事業費の見通し 

 
 

 
 

図 5-4 建設費事業費の見通し 

 
 

単位：百万円
短期

（R3～R7）
中期

（R8～R12）
長期

（R13～R32）
合計

管路建設改良費 2,676 9,778 30,802 43,256

汚水 846 5,768 23,072 29,686

雨水 1,830 4,010 7,730 13,570

126 0 0 126

1,085 995 3,980 6,060

ポンプ施設更新 31 15 0 46

汚水 31 5 0 36

雨水 0 10 0 10

104 165 660 929

4,022 10,953 35,442 50,417

他市への負担金（雨水）

流域下水道建設負担金
（汚水）

事務費等

合　　　計
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流域下水道建設負担金（汚水） ポンプ施設更新（汚水）

管路建設改良費（雨水）

ポンプ施設更新（雨水）
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＜建設費の財源＞  
 

令和３年度から令和 32 年度までの建設費約 488 億円の財源は、補助金が約 155 億円で

約 32％、企業債が約 318 億円で約 65％となり、この２項目で約 97％を占めます。 

令和８年度からストックマネジメント計画に基づき改築・更新工事を実施予定であるた

め、補助金と企業債の金額が増大しています。 

表 5-5 建設財源の見通し 

 

 

 
図 5-5 建設財源の見通し 

 

単位：百万円
短期

（R3～R7）
中期

（R8～R12）
長期

（R13～R32）
合計

198 3,036 12,293 15,527

3,316 7,385 21,068 31,769

147 272 1,041 1,460

3,661 10,693 34,402 48,756

補助金

企業債

補塡財源

合　　　計
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＜建設費の財源＞  
 

令和３年度から令和 32 年度までの建設費約 504 億円の財源は、補助金が約 155 億円で

約 31％、企業債が約 328 億円で約 65％となり、この２項目で約 96％を占めます。 

令和８年度からストックマネジメント計画に基づき改築・更新工事を実施予定であるた

め、補助金と企業債の金額が増大しています。 

表 5-5 建設財源の見通し 

 

 

 
図 5-5 建設財源の見通し 

 

単位：百万円
短期

（R3～R7）
中期

（R8～R12）
長期

（R13～R32）
合計

198 3,038 12,293 15,529

3,582 7,540 21,688 32,810

242 375 1,461 2,078

4,022 10,953 35,442 50,417

補助金

企業債

補塡財源

合　　　計
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 維持管理費の見通し 

令和３年度から令和 32 年度までの維持管理費の総額は約 365 億円となる見込みであり、

そのうち流域下水道維持管理負担金は約 230 億円と約 63％を占めています。 

 

表 5-6 維持管理費の見通し 

 

 
図 5-6 維持管理費の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円

短期
（R3～R7）

中期
（R8～R12）

長期
（R13～R32）

合計

2,544 2,322 8,542 13,408

汚水 2,539 2,317 8,522 13,378

雨水 5 5 20 30

3,881 3,875 15,289 23,045

6,425 6,197 23,831 36,453

維持管理費

流域下水道維持管理負担金
（汚水）

合　　計
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（年度）

（百万円）

R3 R7 R12 R17 R22 R27 R32

維持管理費（汚水） 維持管理費（雨水） 流域下水道維持管理負担金（汚水）
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 維持管理費の見通し 

令和３年度から令和 32 年度までの維持管理費の総額は約 379 億円となる見込みであり、

そのうち流域下水道維持管理負担金は約 244 億円と約 64％を占めています。 

 

表 5-6 維持管理費の見通し 

 

 
図 5-6 維持管理費の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：百万円
短期

（R3～R7）
中期

（R8～R12）
長期

（R13～R32）
合計

2,595 2,322 8,542 13,459

汚水 2,590 2,317 8,522 13,429

雨水 5 5 20 30

4,095 4,095 16,216 24,406

6,691 6,417 24,758 37,866

維持管理費

流域下水道維持管理負担金（汚水）

合　　計

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600
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（百万円）
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維持管理費（汚水） 維持管理費（雨水） 流域下水道維持管理負担金（汚水）
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 企業債元金償還金の見通し 

令和３年度から令和 32 年度までの企業債元金償還金総額は約 157 億円となる見込みで

す。 

単年度の企業債元金償還金は、令和３年度は約５億円となっており、令和８年度にかけ

て減少しますが、その後増加に転じ、令和 32 年度では約７億円となる見込みです。 

 

表 5-7 企業債元金償還金の見通し 

 

 

図 5-7 企業債元金償還金の見通し 

 

単位：百万円

短期
（R3～R7）

中期
（R8～R12）

長期
（R13～R32）

合　　計

2,026 1,869 11,791 15,686

汚水 1,732 1,380 8,212 11,324

雨水 294 489 3,579 4,362
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 企業債元金償還金の見通し 

令和３年度から令和 32 年度までの企業債元金償還金総額は約 163 億円となる見込みで

す。 

単年度の企業債元金償還金は、令和３年度は約５億円となっており、令和８年度にかけ

て減少しますが、その後増加に転じ、令和 32 年度では約８億円となる見込みです。 

 

表 5-7 企業債元金償還金の見通し 

 

 

図 5-7 企業債元金償還金の見通し 

 

単位：百万円
短期

（R3～R7）
中期

（R8～R12）
長期

（R13～R32）
合　　計

2,038 1,912 12,303 16,253

汚水 1,744 1,423 8,724 11,891

雨水 294 489 3,579 4,362
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 一般会計繰入金の見通し 

企業会計における一般会計繰入金は、収益的収入の基準内繰入金・基準外繰入金及び資

本的収入の基準内繰入金・基準外繰入金に区分されます。対象となる項目を以下に示しま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年度から令和 32 年度の繰入金総額は約 67 億円となる見込みです。 

令和３年度の収益的収入の基準内繰入金は約 8,000 万円となる見込みであり、今後は減

価償却費及び企業債利息の雨水分が増加するため、基準内繰入金の増加が見込まれます。 

令和３年度の資本的収入の基準内繰入金は約 3,000 万円となる見込みであり、今後は概

ね横ばいとなる見込みです。 

基準外繰入金については発生しない見込みです。 

 

表 5-8 一般会計繰入金の見通し 

 
 

＜一般会計繰入金該当項目＞ 

 ①収益的収入 

  基準内繰入金：雨水処理負担金、他会計補助金の公費※負担分 

  基準外繰入金：収益的収支不足分 

 ②資本的収入 

  基準内繰入金：出資金として企業債元金償還金のうち公費負担分に充てた繰入金 

  基準外繰入金：建設事業分、企業債元金償還に充てた繰入金 

図 5-8 一般会計繰入金の見通し 

 

単位：百万円

短期
（R3～R7）

中期
（R8～R12）

長期
（R13～R32）

合計

収益的収入 427 806 4,475 5,708

基準内繰入金 427 806 4,475 5,708

基準外繰入金 0 0 0 0

資本的収入 135 171 720 1,026

基準内繰入金 135 171 720 1,026

基準外繰入金 0 0 0 0

562 977 5,195 6,734合　　計

基準内繰入金（収益的） 基準内繰入金（資本的）
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 一般会計繰入金の見通し 

企業会計における一般会計繰入金は、収益的収入の基準内繰入金・基準外繰入金及び資

本的収入の基準内繰入金・基準外繰入金に区分されます。対象となる項目を以下に示しま

す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年度から令和 32 年度の繰入金総額は約 71 億円となる見込みです。 

令和３年度の収益的収入の基準内繰入金は約 9,000 万円となる見込みであり、今後は減

価償却費及び企業債利息の雨水分が増加するため、基準内繰入金の増加が見込まれます。 

令和３年度の資本的収入の基準内繰入金は約 3,000 万円となる見込みであり、今後は概

ね横ばいとなる見込みです。 

基準外繰入金については発生しない見込みです。 

 

表 5-8 一般会計繰入金の見通し 
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＜一般会計繰入金該当項目＞ 

 ①収益的収入 

  基準内繰入金：雨水処理負担金、他会計補助金の公費※負担分 

  基準外繰入金：収益的収支不足分 

 ②資本的収入 

  基準内繰入金：出資金として企業債元金償還金のうち公費負担分に充てた繰入金 

  基準外繰入金：建設事業分、企業債元金償還に充てた繰入金 

図 5-8 一般会計繰入金の見通し 

 

基準内繰入金（収益的） 基準内繰入金（資本的）

単位：百万円

短期
（R3～R7）

中期
（R8～R12）

長期
（R13～R32）

合計

収益的収入 480 865 4,739 6,084

基準内繰入金 480 865 4,739 6,084

基準外繰入金 0 0 0 0

資本的収入 136 171 720 1,027

基準内繰入金 136 171 720 1,027

基準外繰入金 0 0 0 0

616 1,036 5,459 7,111合　　計
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＜経費回収率＞ 

＜企業債残高＞ 

 経営指標について 

 
 

令和３年度の経費回収率は 112％であり、計画期間内での経費回収率は多少の増減はあります

が、概ね横ばい傾向となる見込みです。 

しかし、令和 32 年度以降は減価償却費の増加が見込まれることから、汚水処理費が増加し、

経費回収率の低下が想定されます。 

 

図 5-9 経費回収率の見通し 

 

 

本市の企業債残高は令和３年度末では約 64 億円で、令和５年度にかけて減少することが予想

されます。令和６年度以降は企業債の起債額が増加するのに対して償還額が少ないため、企業債

残高は増加し、令和 32年度では約 224 億円となる見込みです。 

 

図 5-10 企業債残高の見通し 
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＜経費回収率＞ 

＜企業債残高＞ 

 経営指標について 

 
 

令和３年度の経費回収率は 110％であり、計画期間内での経費回収率は多少の増減はあります

が、概ね横ばい傾向となる見込みです。 

しかし、令和 32 年度以降は減価償却費の増加が見込まれることから、汚水処理費が増加し、

経費回収率の低下が想定されます。 

 

図 5-9 経費回収率の見通し 

 

 

本市の企業債残高は令和３年度末では約 65 億円で、令和５年度にかけて減少することが予想

されます。令和６年度以降は企業債の起債額が増加するのに対して償還額が少ないため、企業債

残高は増加し、令和 32年度では約 229 億円となる見込みです。 

 

図 5-10 企業債残高の見通し 
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これまで整備してきた下水道管きょなどは、今後長期間使用による老朽化が顕在化して

くることとなります。これら老朽化施設に対し予防保全型維持管理を実施するとともに、

施設の老朽化対策を計画的かつ効率的に行い、下水道の有する機能を将来にわたって維

持・向上させるため、ストックマネジメント計画に基づいた総合的かつ計画的な施設管理

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設再生による持続性の確保 

  東京都下水道局と協力して雨天時浸入水対策の検討を推進します。 

  中・長期計画において、下水道管きょ内清掃及び点検・調査の実施により、異

常箇所の早期発見と効果的な修繕による持続的な機能維持を図ります。 

  中・長期計画において、下水道管きょの点検・調査及び改築・更新結果を台帳

に整理していきます。 

  中・長期計画において、急増する老朽化施設に対し、計画的かつ効率的な改築・

更新を実施します。 

  点検調査結果及び改築・更新結果を踏まえ、ストックマネジメント計画を定期

的に見直します。 

  ストックマネジメント計画に基づき、下水道管きょの点検・調査を進めます。 

  定期的な下水道管きょ内清掃及び点検・調査の実施により、異常箇所の早期発

見と効果的な修繕による持続的な機能維持を図ります。 

  下水道管きょの点検・調査結果を台帳に整理できるシステムを構築します。 

  東京都下水道局と協力して雨天時浸入水対策の検討を推進します。 

  点検・調査結果を基に、今後改築・更新が必要な施設に対する実施設計を行い

ます。 

基本方針 

短期計画（Ｒ３～Ｒ７） 

中期計画（Ｒ８～Ｒ12） 

長期計画（Ｒ13～Ｒ32） 
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これまで整備してきた下水道管きょなどは、今後長期間使用による老朽化が顕在化して

くることとなります。これら老朽化施設に対し予防保全型維持管理を実施するとともに、

施設の老朽化対策を計画的かつ効率的に行い、下水道の有する機能を将来にわたって維

持・向上させるため、ストックマネジメント計画に基づいた総合的かつ計画的な施設管理

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

施設再生による持続性の確保 

  東京都下水道局と協力して雨天時浸入水対策の検討を推進します。 

  中・長期計画において、下水道管きょ内清掃及び点検・調査の実施により、異

常箇所の早期発見と効果的な修繕による持続的な機能維持を図ります。 

  中・長期計画において、下水道管きょの点検・調査及び改築・更新結果を下水

道管きょ台帳に整理していきます。 

  中・長期計画において、急増する老朽化施設に対し、計画的かつ効率的な改築・

更新を実施します。 

  点検調査結果及び改築・更新結果を踏まえ、ストックマネジメント計画を定期

的に見直します。 

  ストックマネジメント計画に基づき、下水道管きょの点検・調査を進めます。 

  定期的な下水道管きょ内清掃及び点検・調査の実施により、異常箇所の早期発

見と効果的な修繕による持続的な機能維持を図ります。 

  下水道管きょの点検・調査結果を下水道管きょ台帳に整理できるシステムを構

築します。 

  東京都下水道局と協力して雨天時浸入水対策の検討を推進します。 

  点検・調査結果を基に、今後改築・更新が必要な施設に対する実施設計を行い

ます。 

基本方針 

短期計画（Ｒ３～Ｒ７） 

中期計画（Ｒ８～Ｒ12） 

長期計画（Ｒ13～Ｒ32） 
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第７章 総合計画                                     

 

第7章 総合計画 

 

 

各施策について、短期、中期、長期の視点から見た位置付けを以下にまとめて示します。 

 

 
  

 総合計画 
第７章 

（4,840百万円） （4,590百万円） （17,130百万円）

（360百万円） （5,330百万円） （21,240百万円）

－ － －

（1,980百万円） （4,010百万円） （7,730百万円）

－ － －

地 震 対 策

維 持 管 理

主要な施策

改築・ 更新

下 水 道
水 洗 化 率
1 0 0 ％

●白子川上流第二排水区の
　整備

●白子川上流第一・第二排水
　区の整備

●管きょの点検・調査
●マンホール蓋の点検①

●改築・更新の設計 ●計画的な改築・更新の実施 ●計画的な改築・更新の実施
②

浸 水 対 策

⑤
●ＢＣＰ訓練の実施

●改築・更新工事に合わせた
　下水道管きょの耐震化
●ＢＣＰ訓練の実施

●改築・更新工事に合わせた
　下水道管きょの耐震化
●ＢＣＰ訓練の実施

短期計画
（Ｒ３～Ｒ７）

中期計画
（Ｒ８～Ｒ12）

長期計画
（Ｒ13～Ｒ32）

●管きょの点検・調査
●マンホール蓋の点検
●雨天時浸入水対策推進

●管きょの点検・調査
●マンホール蓋の点検
●雨天時浸入水対策推進

③ ●公共下水道への接続促進 ●公共下水道への接続促進 ●公共下水道への接続促進

④

●白子川上流第二排水区の
　整備
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第7章 総合計画 

 

 

各施策について、短期、中期、長期の視点から見た位置付けを以下にまとめて示します。 

 

 
  

 総合計画 
第７章 

（税込）

（5,236百万円） （5,043百万円） （19,116百万円）

（558百万円） （5,516百万円） （22,053百万円）

－ － －

（1,976百万円） （4,010百万円） （7,730百万円）

－ － －

●改築・更新工事に合わせた
　下水道管きょの耐震化
●ＢＣＰ訓練の実施

短期計画
（Ｒ３～Ｒ７）

中期計画
（Ｒ８～Ｒ12）

長期計画
（Ｒ13～Ｒ32）

●下水道管きょの点検・調査
●マンホール蓋の点検
●雨天時浸入水対策推進

●下水道管きょの点検・調査
●マンホール蓋の点検
●雨天時浸入水対策推進

●公共下水道への接続促進 ●公共下水道への接続促進 ●公共下水道への接続促進

●白子川上流第二排水区の
　整備

●白子川上流第一・第二排水
　区の整備

●下水道管きょの点検・調査
●マンホール蓋の点検

●計画的な改築・更新の実施

⑤
●ＢＣＰ訓練の実施

●改築・更新工事に合わせた
　下水道管きょの耐震化
●ＢＣＰ訓練の実施

③

④

地 震 対 策

維 持 管 理

主要な施策

改 築 ・ 更 新

下 水 道
水 洗 化 率
1 0 0 ％

●白子川上流第二排水区の
　整備

①

●改築・更新の設計 ●計画的な改築・更新の実施
②

浸 水 対 策
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                                    第７章 総合計画  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）（ ）内は、「5.1下水道財政の見通し」で想定した概算事業費を示します。 

 

 

 

 

（10百万円） （10百万円） （30百万円）

－ － －

（10百万円） （10百万円） （10百万円）

水 環 境
の 保 全

経 営 の
健 全 化

姿の見える
下 水 道

主要な施策
短期計画

（Ｒ３～Ｒ７）
中期計画

（Ｒ８～Ｒ12）
長期計画

（Ｒ13～Ｒ32）

⑥
●排水の水質監視
●雨水浸透設備の整備

●排水の水質監視
●雨水浸透設備の整備

●排水の水質監視
●雨水浸透設備の整備

⑧ ●情報提供の充実 ●情報提供の充実 ●情報提供の充実

⑦
●職員数の適正化
●経営指標を用いた事業運営

●改築・更新費用の平準化
●職員数の適正化
●経営指標を用いた事業運営

●改築・更新費用の平準化
●職員数の適正化
●経営指標を用いた事業運営
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（注）（ ）内は、「5.1 下水道財政の見通し」で想定した概算事業費を示します。 

 

 

 

 

（税込）

（7百万円） （7百万円） （29百万円）

－ － －

（3百万円） （3百万円） （10百万円）

⑧
●情報提供の充実 ●情報提供の充実 ●情報提供の充実

⑦
●職員数の適正化
●経営指標を用いた事業運営

●改築・更新費用の平準化
●職員数の適正化
●経営指標を用いた事業運営

●改築・更新費用の平準化
●職員数の適正化
●経営指標を用いた事業運営

経 営 の
健 全 化

姿 の 見 え る
下 水 道

短期計画
（Ｒ３～Ｒ７）

中期計画
（Ｒ８～Ｒ12）

長期計画
（Ｒ13～Ｒ32）

⑥
●排水の水質監視
●雨水浸透設備の整備

●排水の水質監視
●雨水浸透設備の整備

●排水の水質監視
●雨水浸透設備の整備水 環 境

の 保 全

主要な施策
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                                   資料 用語の説明  

 

起債 

地方公共団体が地方債を発行し、資金を調達することです。 

企業債 

地方公共団体が地方公営企業の建設、改良などに要する資金に充てるために起こす地方

債のことです。下水道の建設は、一般に短期間に集中的な投資を要し、また、その事業効果

が長期にわたることから、建設事業費の地方負担の財源については企業債を充当すること

により、世代間の負担の公平を図ることが適当とされています。 

企業債償還金 

企業債の発行後、各事業年度に支出する元金償還額やその利息支払額のことです。 

繰出基準・基準内繰入金・基準外繰入金 

一般会計が下水道会計に対して行う繰出金の基本的な考え方を繰出基準と呼んでいます。

具体的な基準は総務省から毎年度示されます。この繰出基準に沿って下水道会計に繰り入

れされる一般会計繰出金を「基準内繰入金」、基準内繰入を超える一般会計繰出金を「基準

外繰入金」と呼びます。 

経費回収率 

汚水処理に要した費用に対する下水道使用料による回収率です。この値が高いほど健全

経営で、望ましいとされています。 

下水道台帳 

下水道法で、その作成と保管が義務付けられた管きょ施設、ポンプ場施設の位置、構造、

仕様、設置時期などを記載した台帳です。 

下水道法 

流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項ならびに公共下水道、流域下水道及び都

市下水路の設置、その他の管理の基準などを定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健

全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを

目的とする法律です。 

減価償却費 

固定資産について、時間の経過により資産の価値が減ることを減価償却といい、減価償却

の対象となる資産の取得に要した金額を、耐用年数により毎事業年度の事業費として配分

する計算上の費用のことを、減価償却費といいます。 

建設負担金 

当該自治体で発生した下水を他の自治体で処理などを行う場合に、その施設の建設に要

する費用の一部を負担するものです。 

公営企業会計 

地方公営企業法を適用した公営企業において、発生主義に基づく複式簿記などの企業会

計を採用し、原則として、独立採算、自立経営を行うものです。 

本市下水道事業でも、平成 31 年４月に地方公営企業法を適用したことに伴い、公営企業

会計を採用しています。 
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地方公共団体が地方公営企業の建設、改良などに要する資金に充てるために起こす地方

債のことです。下水道の建設は、一般に短期間に集中的な投資を要し、また、その事業効果

が長期にわたることから、建設事業費の地方負担の財源については企業債を充当すること

により、世代間の負担の公平を図ることが適当とされています。 

企業債償還金 

企業債の発行後、各事業年度に支出する元金償還額やその利息支払額のことです。 

繰出基準・基準内繰入金・基準外繰入金 

一般会計が下水道会計に対して行う繰出金の基本的な考え方を繰出基準と呼んでいます。

具体的な基準は総務省から毎年度示されます。この繰出基準に沿って下水道会計に繰り入

れされる一般会計繰出金を「基準内繰入金」、基準内繰入を超える一般会計繰出金を「基準

外繰入金」と呼びます。 

経費回収率 

汚水処理に要した費用に対する下水道使用料による回収率です。この値が高いほど健全

経営で、望ましいとされています。 

下水道管きょ台帳 

下水道法で、その作成と保管が義務付けられた管きょ施設、ポンプ場施設の位置、構造、

仕様、設置時期などを記載した台帳です。 

下水道法 

流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項ならびに公共下水道、流域下水道及び都

市下水路の設置、その他の管理の基準などを定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健

全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを

目的とする法律です。 

減価償却費 

固定資産について、時間の経過により資産の価値が減ることを減価償却といい、減価償却

の対象となる資産の取得に要した金額を、耐用年数により毎事業年度の事業費として配分

する計算上の費用のことを、減価償却費といいます。 

建設負担金 

当該自治体で発生した下水を他の自治体で処理などを行う場合に、その施設の建設に要

する費用の一部を負担するものです。 

公営企業会計 

地方公営企業法を適用した公営企業において、発生主義に基づく複式簿記などの企業会

計を採用し、原則として、独立採算、自立経営を行うものです。 

本市下水道事業でも、平成 31 年４月に地方公営企業法を適用したことに伴い、公営企業

会計を採用しています。 
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